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■秋田県介護サービス事業所認証評価制度の認証事業者に認定
　令和３年３月２４日、当法人が「秋田県介護サービス事業所認証評価制度」において、県から
認証事業者に認証されました。
　松寿会では、今後も継続して職員の処遇改善や人材育成を積極的に行い、施設機能を高めて地
域における法人・施設の役割を果すと共に、魅力ある職場環境の構築により人材確保と職員の定
着を図っていきたいと思います。なお現在、秋田県では４９の事業所が認証事業者として認証さ
れています。

― 松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん近くのサクラも、例年になく早い満開の時期を迎えました ―

― 認証書 ―
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■松寿会理事会が開催される
　令和３年３月２２日秋田キャッスルホテルに於いて松寿会理事会が開催され、次の議案が審議
され可決されました。

（１）育児休業等に関する規則の一部改正（案）
（２）令和２年度収支予算の補正（案）
（３）令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）
（４）施設長人事（案）
　可決された令和３年度の事業実施計画及び資金収支計算書は、次のとおりです。

　令和３年度　事業実施計画
　◇松寿会法人本部
１ 　近年、社会福祉法人に強く求められている「地域における公益的な取り組み」（社会貢献活動） 

を着実に行うため、世情に留意しながら次の事業を実施する。
（１） 　従来から実施している「地域共生事業」の充実を図って、感染症対策を十分にとったうえで、

次の事業を実施する。
　① 　地域の各種団体等に職員を派遣する「出前講座」を継続実施する。また、職員の介護予防

指導者講習の受講を進め、出前講座へ派遣する講師の養成を図る。
　②　「介護と福祉のなんでも相談所」を継続して開設する。
　③ 　地域住民や子供会等との交流を図る「盆踊り大会」「満願観世音まつり」「ミニシアター」

を継続実施する。
　④ 　地域の環境整備への協力も兼ねて、季節に合わせて「クリーンアップ事業」を継続実施する。

（２） 　秋田市社会福祉協議会が新たに進める「秋田市地域福祉おむすびネット」の登録を継続し、
地域団体等からの要請に応じ、上記①や施設見学等の事業を行う。

（３） 　松寿園及び松峰園入所者における在宅介護保険サービス利用料の負担軽減を図るとともに、
だいせんに入所する生活保護受給者の通所介護サービス利用における食費負担軽減のため設
けている「松寿会介護費交付金事業」を引き続き実施する。

２ 　将来にわたる人材確保のため、従来の募集方法のほか、秋田県介護サービス事業所認証評価
制度の認証事業所であることを前面に出しながら、利用可能な機関・メディア等を広く活用し
てPRに努める。また、職員の資質向上を図るため、資格取得を目指す職員への支援を積極的に
行う。

　◇各施設・事業所の事業計画
〔共通事項〕
（１） 　入所者や利用者の確保について各市町村や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等

との連携を図る。
（２）　施設の特性や利用者のニーズに配慮したサービスの提供と自立支援に努める。
（３） 　新型コロナウイルス等の感染症予防対策として、国や県の指針に基づいた職員研修や訓練

を実施する。
（４） 　行事やクラブ活動、レクリエーションの工夫により利用者の施設生活の活性化や社会性の

保持に努める。
（５）　不慮の災害に備えた避難訓練の実施や地域住民の参加が得られるよう連携を図る。
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（６） 　記録業務・情報共有業務の電子化を進めるため、ソフトの導入やタブレット端末の購入、
Wi-Fi環境等の整備等を推進する。

〔施設や事業所の個別の事業計画〕
　◇松寿会養護老人ホーム松寿園
・　老朽化した北出入り口引き戸の修繕、松寿園西側通路のアスファルトの舗装修繕を行う。
　◇松寿会（盲）養護老人ホーム松峰園
・ 　利用者の生活環境の改善を図るため、５部屋を和室から洋室に改修するほか、ナースコール

の更新を行う。
　◇松寿会特別養護老人ホーム松涛園
・ 　利用者の生活環境向上のため、老朽化した電動ベッド、リクライニング車いす等の更新を行う。
　◇松寿会指定訪問介護事業所
・ 　感染症や災害が発生した場合でも、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供できる

よう体制の整備に努める。
　◇松寿会デイサービスセンター
・ 　利用環境向上のため、作業及び日常生活動作訓練室等のガラスシーリング打替え工事及びカー

テン取付けや、耐用年数が経過した厨房の食器消毒保管庫の更新等を行う。
　◇松寿会指定居宅介護支援事業所
・ 　利用者や家族の希望に沿ったサービスが提供できるよう、地域のサービス提供事業所の把握

に努める。
　◇松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん
・ 　利用の生活環境向上のため、研修室等の経年劣化した畳や襖の修繕工事と照度が不足した非

常用照明装置等の更新等を行う。

令和３年度　資金収支計算書について（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）
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■松寿会の記念日を開催
　去る２月８日、松峰園機能回復訓練室で松寿会の記念日の式典が行われました。式典では三浦
理事長から８名の職員に感謝状と記念品が授与され、この後、各施設でお祝いの会食が催されま
した。
　社会福祉法人松寿会は、秋田市川尻町から同市浜田の現在地に移転し名称を社会福祉法人至仁
会から社会福祉法人松寿会へ変更しましたが、名称の変更登記が完了した昭和４２年２月８日を
松寿会の記念日と定めたもので、今年で５４年を迎えています。
　被表彰者の方々は、次のとおりです。

◇長年勤続表彰者（敬称略）
・３０年勤続者
　松寿会養護老人ホーム松寿園　施設長　　小林　雅人
　松寿会特別養護老人ホーム松涛園　主任介護職員　　大里　信幸
　松寿会養護(盲)老人ホーム松峰園　支援員　　齋藤　みどり
・１０年勤続者
　松寿会養護老人ホーム松寿園　副主任支援員　　佐々木　加奈子
　松寿会養護老人ホーム松寿園　支援員　　筒井　智恵子
　松寿会養護老人ホーム松寿園　調理員　　岡部　ちあき
　松寿会特別養護老人ホーム松涛園　看護職員　　石塚　曜子
　松寿会指定訪問介護事業所　訪問介護員　　佐藤　素

― 式典終了後の会食 ―
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■法人各施設の人事異動や新たな職員を迎えて、新年度がスタート
〔主な職員の人事異動について・昇任者〕
　松寿会指定居宅介護支援事業所　　　　　　　　　　松寿会特別養護老人ホーム松涛園
　　　　所長　　大島　広子　　　　　　　　　　　　　　　施設長補佐　　佐藤　由紀子
　松寿会特別養護老人ホーム松涛園　　　　　　　　　松寿会デイサービスセンター
　　　　事務専門官　　斉藤　麗子　　　　　　　　　　　　主任生活相談員　　渡部　孝子
　松寿会養護老人ホーム松峰園　　
　　　　副主任生活相談員　　小野　　基

〔新規採用職員〕

■今後の予定
　５月…監事監査・理事会
　６月…評議員選任・解任委員会、評議員会・理事会
　７月…我楽多交響楽団・歓佳良楽団・だいせん合唱クラブ交歓演奏会

松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん
管理栄養士　　鎌田　澪子

松寿会特別養護老人ホーム松涛園
介護職員　　石井　　康

松寿会養護老人ホーム松峰園
支援員　　小笠原　徹

松峰園指定訪問介護事業所
訪問介護員　　松野　あゆみ

松寿会指定訪問介護事業所
訪問介護員　　土井　和子

松寿園指定訪問介護事業所
訪問介護員　　大島　智子

― 5 ―



　　編集後記
　昭和４４年１月からこれまで毎月、松寿会が運営する各施設や事業所のご利用者や行事の様
子等をお伝えしていた「友垣」が、令和３年４月から法人の動きをお伝えする内容に紙面を改め、
装いも新たにスタートすることになりました。発行も年３回（４月、７月、１２月）となります。
　なお、当法人が経営する各施設・事業のご利用者の情報発信は、各施設から単独で工夫を凝
らした紙面をお届けいたします。
　創刊時は昭和、現在は令和の時代となり、これまでに高齢者を取り巻く状況は大きく変化を
遂げてきました。友垣の役割も変化していますが、発行することの思いを忘れないように、昭
和４４年１月の創刊号に綴られている当時の思いを拾ってみました…。

＊ 昭和４４年１月の創刊号（原文のまま掲載）
　はなれてくらす、はなされてくらす、そのどちらであってもホームの生活と社会の生活とは
何だか細々とした切れそうなひもでつながれているようにしか　―事実はそうでないにしても
―　大分の人々は思えないであろう。
　広いしゃば世界を足にまかせ口にまかせて歩いてきた老人たちは、その長い経験から限られ
たかん境の中でもそれはそれなりによろこぶこともかなしむこともたくさんつくってくれま
す。
　このくらしをより多く知っていただきたいために「友垣」を月1回発行することにいたしま
した。大ていのことは、始めあっておわりのない場合が多いのですけれども、終始かわらぬ友
垣であるとの信念でいつまでも、いつまでもつづけたいものだと思います。
 HS

社会福祉法人松寿会経営施設・事業所
　■松寿会・法人本部　　http://shoujukai.jp 
　　　　秋田市浜田字陳ヶ原１５番地５　　　　TEL ０１８－８２８－７８５６
　■松寿会養護老人ホーム松寿園（特定施設）・松寿園指定訪問介護事業所
　　　　秋田市浜田字陳ヶ原１５番地５　　　　TEL ０１８－８２８－３６１８
　■松寿会養護（盲）老人ホーム松峰園（特定施設）・松峰園指定訪問介護事業所
　　　　秋田市浜田字陳ヶ原１５番地８　　　　TEL ０１８－８２８－６６００
　■松寿会特別養護老人ホーム松涛園（介護老人福祉施設）
　　　　秋田市浜田字陳ヶ原３５番地３１　　　TEL ０１８－８２８－７８５６
　　■松寿会指定訪問介護事業所
　　■松寿会指定短期入所生活介護事業所
　　■松寿会指定居宅介護支援事業所　　　　　TEL ０１８－８２８－７６３０
　■松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん
　　　　秋田市新屋大川町１７番地３　　　　　TEL ０１８－８２８－１８５１
　■松寿会デイサービスセンター
　　　　秋田市浜田字陳ヶ原３５番地１３　　　TEL ０１８－８２８－６６７８

◇介護と福祉のなんでも相談所　 フリーダイヤル ０１２０－２８－７８５６
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